
明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
八
一
（
　
　
　
）

二
八
一

　
本
稿
は
、
松
江
地
方
裁
判
所
管
内
雲
南
簡
易
裁
判
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る

「
明
治
二
十
三
年
二
月
　
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
」
と
題
さ
れ
た
簿
冊
の

紹
介
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
が
、
出
張
裁
判

に
関
す
る
伺
・
指
令
を
筆
写
し
、
編
綴
し
た
も
の
で
、
治
安
裁
判
所
及
び
区

裁
判
所
に
設
置
さ
れ
た
出
張
所
の
訴
訟
事
務
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
九
月
一
五
日
、
勅
令
第
六
四
号
に
よ
り
、
治

安
裁
判
所
に
出
張
所
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ 

こ
れ
を
う
け
、
同
年
一

〇
月
一
九
日
に
は
司
法
省
令
甲
第
一
号
が
公
布
さ
れ
、
治
安
裁
判
所
出
張
所

位
置
及
び
管
轄
区
域
が
定
め
ら
れ 

こ
う
し
て
、
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合

出
張
所
は
、
頓
原
出
張
所
管
轄
地
域
を
除
く
島
根
県
飯
石
郡
一
円
を
管
轄
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
五
月
二
〇
日
、
勅
令
第
六
七
号
が
出
さ
れ
、

治
安
裁
判
所
出
張
所
裁
判
仮
規
程
が
定
め
ら
れ 

第
一
条
は
、
出
張
裁
判

（
１
）
た
。

（
２
）
た
。

（
３
）
た
。

所
が
扱
う
事
件
を
定
め
て
い
る
。

　
　
第
一
条
　
治
安
裁
判
所
出
張
所
ニ
於
テ
取
扱
フ
民
事
事
件
ハ
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
一
　
金
銭
其
他
換
用
物
若
ク
ハ
有
価
証
券
ノ
一
定
シ
タ
ル
員
額
又

ハ
特
定
ノ
物
品
ニ
対
ス
ル
請
求

　
　
　
　
二
　
建
物
ノ
全
部
若
ク
ハ
一
部
ノ
明
渡
又
ハ
修
繕
ノ
請
求

　
　
　
前
二
項
ノ
事
件
ハ
原
被
告
其
管
轄
区
域
内
ニ
現
在
ス
ル
カ
若
ク
ハ
原

被
告
共
ニ
出
廷
シ
テ
審
問
裁
判
ヲ
請
フ
ト
キ
ニ
限
ル

　
　
　
　
三
　
勧
解

出
張
裁
判
所
は
民
事
事
件
を
扱
う
が
、
そ
こ
で
扱
う
事
件
は
、
第
一
に
、
一

定
金
額
内
の
金
銭
・「
換
用
物
」
も
し
く
は
有
価
証
券
ま
た
は
特
定
物
品
の
請

求
事
件
で
あ
り
、
第
二
に
、
建
物
の
全
部
も
し
く
は
一
部
の
明
け
渡
し
ま
た

は
修
繕
請
求
事
件
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
勧
解
が
、
第
三
に
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
一
〇
月
一
一
日
、
司
法
省
告
示
第
一
〇
号
は
、

＜
資
　
　
料＞明

治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集居

　
　
石
　
　
正
　
　
和



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
八
二
（
　
　
　
）

二
八
二

「
東
京
、
横
浜
、
浦
和
、
前
橋
、
水
戸
、
甲
府
、
長
野
、
大
阪
、
神
戸
、
和
歌

山
、
大
津
、
徳
島
、
岡
山
、
金
沢
、
松
山
、
佐
賀
、
大
分
、
宮
崎
、
岐
阜
、

安
濃
津
、
仙
台
、
福
島
、
山
形
、
盛
岡
、
秋
田
、
広
島
、
山
口
、
松
江
各
始

審
裁
判
所
管
内
治
安
裁
判
所
出
張
所
裁
判
開
廷
場
所
管
轄
区
域
及
ヒ
期
日
左

ノ
通
相
定
メ
明
治
二
十
二
年
十
一
月
ヨ
リ
施
行
ス
」
と
告
示
し 

こ
れ
に

よ
り
、
松
江
始
審
裁
判
所
管
内
で
は
、
治
安
裁
判
所
出
張
所
の
裁
判
開
廷
場

所
・
管
轄
区
域
及
び
そ
の
期
日
が
定
め
ら
れ
た
。
松
江
始
審
裁
判
所
管
内
治

安
裁
判
所
出
張
所
は
、
全
国
で
も
初
期
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今

市
治
安
裁
判
所
に
は
、
太
田
出
張
所
及
び
掛
合
出
張
所
が
設
け
ら
れ
、
掛
合

出
張
所
は
、
そ
れ
ま
で
の
掛
合
・
頓
原
両
出
張
所
管
内
一
円
を
管
轄
区
域
と

し
、
二
月
・
六
月
・
一
〇
月
に
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
日
間
開
廷
す
る
こ
と
に
な
っ

 

そ
の
後
、
全
国
で
治
安
裁
判
所
出
張
所
が
順
次
整
備
さ
れ
て
い 

　
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
二
月
一
〇
日
、
法
律
第
六
号
裁
判
所
構
成
法

が
公
布
さ
れ
る
（
施
行
は
同
年
一
一
月
一 

。
同
年
八
月
一
一
日
に
は
法
律

第
六
二
号
が
公
布
さ
れ
、
全
国
の
裁
判
所
位
置
及
び
管
轄
区
域
表
が
改
正
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
松
江
地
方
裁
判
所
管
内
に
木
次
区
裁
判
所
が
設
置
さ

れ
、
大
原
郡
・
仁
多
郡
及
び
飯
石
郡
（
掛
合
出
張
所
が
置
か
れ
て
い
る
）
を

管
轄
す
る
こ
と
に
な 

さ
ら
に
、
同
年
八
月
二
一
日
に
は
司
法
省
令
第
四

号
が
出
さ
れ
、
区
裁
判
所
出
張
所
管
轄
区
域
が
改
定
さ
れ 

そ
の
別
冊
に

よ
れ
ば
、
飯
石
郡
の
内
、
三
刀
屋
村
・
飯
石
村
・
一
宮
村
・
鍋
山
村
は
木
次

区
裁
判
所
管
轄
と
な
り
、
木
次
区
裁
判
所
掛
合
出
張
所
は
、
飯
石
郡
の
内
、

掛
合
村
・
須
佐
村
・
吉
田
村
・
田
井
村
・
中
野
村
・
松
笠
村
・
多
根
村
・
波

（
４
）
た
。

（
５
）
た
。

（
６
）
く
。

（
７
）
日
）

（
８
）
る
。

（
９
）
た
。

多
村
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ 

　
と
こ
ろ
で
、
出
張
裁
判
所
の
訴
訟
事
務
に
関
し
て
は
、
様
々
な
疑
義
が
生

じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
各
地
の
裁
判
所
か
ら
伺
が
出
さ
れ
、
そ
れ

へ
の
指
令
が
出
さ
れ
て
い
く
。
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
の
中
に
は
、
松
江
始

審
裁
判
所
だ
け
で
な
く
、
他
の
裁
判
所
か
ら
の
伺
と
指
令
も
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
時
期
、
裁
判
所
事
務
の
統
一
化
を
は
か
る
た
め
に
、
伺
・
指

令
が
他
の
裁
判
所
に
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
近

代
日
本
裁
判
制
度
形
成
過
程
の
一
コ
マ
を
記
す
と
と
も
に
、
裁
判
事
務
に
携

わ
っ
て
い
た
人
々
の
営
為
を
物
語
る
史
料
で
あ
る
。

　
治
安
裁
判
所
や
区
裁
判
所
は
全
国
各
地
に
設
け
ら
れ
た 

そ
こ
で
裁
判

事
務
が
ど
の
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ 

裁
判
所
で
扱
う
事
件
の
多
く
が
比
較

的
軽
微
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
治
安
裁
判
所
や
そ
の
出
張
所
は
、

地
域
に
暮
ら
す
人
々
に
最
も
身
近
な
裁
判
所
と
し
て
、
近
代
的
な
法
の
世
界

と
人
々
と
を
つ
な
い
で
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
出
張
裁
判
所
の
裁
判
事
務

が
整
備
さ
れ
て
い
く
様
子
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
本
史
料
は
、
こ
の
意
味

で
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、
松
江
地
方
裁
判
所
雲
南
簡
易
裁
判
所
に
は
、
出
張

裁
判
に
関
す
る
簿
冊
が
他
に
も
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
紹
介
は
後

日
に
譲
り
た
い
。

注（
１
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
五
六
七
号
（
明
治
二
一
年
九
月
一
七
日
）、
司

（
　
）
１０た
。

（
　
）
１１が
、

（
　
）
１２た
。



明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
八
三
（
　
　
　
）

二
八
三

法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
〇
七
頁
な
ど
参
照
。
な

お
、
本
稿
で
は
、
法
令
の
引
用
・
参
照
は
、
断
り
な
い
限
り
『
官
報
』（
内
閣
官

報
局
）
に
よ
る
。

（
２
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
五
九
三
号
（
明
治
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
）、

『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
五
九
三
号
附
録
（
明
治
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
）、

司
法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
〇
八
頁
な
ど
参
照
。

（
３
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
七
六
五
号
（
明
治
二
二
年
五
月
二
一
日
）
な

ど
参
照
。
な
お
、
同
年
五
月
一
日
に
は
、
出
張
裁
判
の
た
め
の
旅
費
等
の
等
級

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
〇
頁
等

参
照
。

（
４
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
八
八
七
号
（
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
一
日
）。

な
お
、
司
法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
一
頁
な
ど

参
照
。

（
５
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
八
八
七
号
（
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
一
日
）

な
ど
参
照
。

（
６
）　
明
治
二
二
（
一
八
八
八
）
年
一
〇
月
一
五
日
に
は
司
法
省
告
示
第
一
二
号
が

出
さ
れ
、
新
潟
・
千
葉
・
静
岡
・
京
都
・
富
山
・
福
岡
各
始
審
裁
判
所
管
内
の

治
安
裁
判
所
出
張
所
の
管
轄
区
域
及
び
開
廷
期
日
が
、
同
月
二
四
日
に
は
司
法

省
告
示
第
一
三
号
に
よ
り
水
戸
始
審
裁
判
所
管
内
治
安
裁
判
所
出
張
所
の
開
廷

期
日
が
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
月
三
〇
日
に
は
司
法
省
告
示
第
一
四
号
が

出
さ
れ
、「
明
治
二
十
二
年
本
省
告
示
第
十
号
中
横
浜
始
審
裁
判
所
管
内
横
浜

治
安
裁
判
所
横
須
賀
出
張
所
、
八
王
子
治
安
裁
判
所
青
梅
出
張
所
裁
判
ハ
当
分

不
開
廷
ノ
処
明
治
二
十
二
年
十
一
月
ヨ
リ
開
廷
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
日

司
法
省
告
示
第
一
五
号
に
よ
り
、
宇
都
宮
・
長
崎
・
熊
本
・
鹿
兒
島
各
始
審
裁

判
所
管
内
治
安
裁
判
所
出
張
所
の
裁
判
開
廷
場
所
・
管
轄
区
域
及
び
期
日
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
八
九
〇
号
（
明
治
二
二
年
一
〇

月
一
五
日
）、『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
八
九
七
号
（
明
治
二
二
年
一
〇
月

二
四
日
）、『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
九
〇
二
号
（
明
治
二
二
年
一
〇
月
三

〇
日
）
な
ど
参
照
。

（
７
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
一
九
八
二
号
（
明
治
二
三
年
二
月
一
〇
日
）、
司

法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
四
頁
な
ど
参
照
。

（
８
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
号
外
（
明
治
二
三
年
八
月
一
二
日
）、
司
法
省
編

『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
七
頁
な
ど
参
照
。

　
な
お
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
八
月
一
五
日
に
は
司
法
省
令
第
三
号
が

公
布
さ
れ
、
地
方
裁
判
所
支
部
及
び
そ
の
管
轄
表
が
定
め
ら
れ
た
。『
官
報
』

（
内
閣
官
報
局
）
第
二
一
三
九
号
（
明
治
二
三
年
八
月
一
五
日
）、
司
法
省
編

『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
八
頁
な
ど
参
照
。

（
９
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
二
一
四
四
号
（
明
治
二
三
年
八
月
二
一
日
）、
司

法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
八
頁
な
ど
参
照
。

（
　
）　『
官
報
』（
内
閣
官
報
局
）
第
二
一
四
四
号
附
録
（
明
治
二
三
年
八
月
一
二
日
）、

１０
司
法
省
編
『
司
法
沿
革
誌
』（
法
曹
会
、
一
九
三
九
年
）
一
一
八
頁
な
ど
参
照
。

（
　
）　
区
裁
判
所
の
権
限
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
二
月
一
〇
日
法
律
第
六

１１
号
裁
判
所
構
成
法
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
。

　
　
第
十
四
条
　
区
裁
判
所
ハ
民
事
訴
訟
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ニ
付
裁
判
権
ヲ
有



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
八
四
（
　
　
　
）

二
八
四

ス
但
シ
反
訴
ニ
関
リ
テ
ハ
民
事
訴
訟
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

　
　
　
第
一
　
百
円
ヲ
超
過
セ
サ
ル
金
額
又
ハ
価
額
百
円
ヲ
超
過
セ
サ
ル
物

ニ
関
ル
請
求

　
　
　
第
二
　
価
額
ニ
拘
ラ
ス
左
ノ
訴
訟

　
　
　
　（
イ
）　
住
家
其
ノ
他
ノ
建
物
又
ハ
其
ノ
或
ル
部
分
ノ
受
取
明
渡
使

用
占
拠
若
ハ
修
繕
ニ
関
リ
又
ハ
賃
借
人
ノ
家
具
若
ハ
所
持

品
ヲ
賃
貸
人
ノ
差
押
ヘ
タ
ル
コ
ト
ニ
関
リ
賃
貸
人
ト
賃
借

人
ト
ノ
間
ニ
起
リ
タ
ル
訴
訟

　
　
　
　（
ロ
）　
不
動
産
ノ
経
界
ノ
ミ
ニ
関
ル
訴
訟

　
　
　
　（
ハ
）　
占
有
ノ
ミ
ニ
関
ル
訴
訟

　
　
　
　（
ニ
）　
雇
主
ト
雇
人
ト
ノ
間
ニ
雇
期
限
一
年
以
下
ノ
契
約
ニ
関
リ

起
リ
タ
ル
訴
訟

　
　
　
　（
ホ
）　
左
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
ニ
付
旅
人
ト
旅
店
若
ハ
飲
食
店
ノ
主

人
ト
ノ
間
ニ
又
ハ
旅
人
ト
水
陸
運
送
人
ト
ノ
間
ニ
起
リ
タ

ル
訴
訟

　
　
　
　
　（
一
）　
賄
料
又
ハ
宿
料
又
ハ
旅
人
ノ
運
送
料
又
ハ
之
ニ
伴
フ
手

荷
物
ノ
運
送
料

　
　
　
　
　（
二
）　
旅
店
若
ハ
飲
食
店
ノ
主
人
又
ハ
運
送
人
ニ
旅
人
ヨ
リ
保

護
ノ
為
預
ケ
タ
ル
手
荷
物
金
銭
又
ハ
有
価
物

　
　
第
十
五
条
　
区
裁
判
所
ハ
非
訴
事
件
ニ
付
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
範
囲
及
方
法

ニ
従
ヒ
左
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
ノ
権
ヲ
有
ス

　
　
　
第
一
　
未
成
年
者
瘋
癲
者
白
癡
者
失
踪
者
其
ノ
他
法
律
若
ハ
判
決
ニ

因
リ
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
後
見
人
若
ハ
管
財
人
ヲ
監
督
ス

ル
事

　
　
　
第
二
　
不
動
産
及
船
舶
ニ
関
ル
権
利
関
係
ヲ
登
記
ス
ル
事

　
　
　
第
三
　
商
業
登
記
及
特
許
局
ニ
登
録
シ
タ
ル
特
許
意
匠
及
商
標
ノ
登

記
ヲ
為
ス
事

　
　
第
十
六
条
　
区
裁
判
所
ハ
刑
事
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ニ
付
裁
判
権
ヲ
有
ス

　
　
　
第
一
　
違
警
罪

　
　
　
第
二
　
本
刑
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
シ
若
ハ
附
加
セ
サ
ル
二
月

以
下
ノ
禁
錮
又
ハ
単
ニ
百
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
該
ル
軽
罪

　
　
　
第
三
　
刑
法
第
二
編
第
一
章
ヲ
除
キ
其
ノ
他
ノ
軽
罪
ニ
シ
テ
本
刑
二

百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
シ
若
ハ
附
加
セ
サ
ル
二
年
以
下
ノ
禁
錮

又
ハ
単
ニ
三
百
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
該
リ
其
ノ
情
第
二
ニ
掲
ケ
タ
ル

刑
ヨ
リ
更
ニ
重
キ
刑
ニ
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
ト
認
メ
地
方
裁
判

所
若
ハ
其
ノ
支
部
ノ
検
事
局
ヨ
リ
区
裁
判
所
ニ
移
付
シ
タ
ル
モ
ノ

　
　
　
　
前
項
ノ
手
続
ニ
因
リ
訴
追
ヲ
為
シ
犯
罪
ノ
証
明
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
判
決
ヲ
為
ス
前
何
時
ニ
テ
モ
其
ノ
情
第
二
ニ
掲
ケ
タ
ル
刑
ニ

テ
ハ
相
当
ニ
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
区
裁
判
所
ハ

之
ヲ
裁
判
ス
ル
権
限
ヲ
有
セ
ス
ト
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
此
ノ
場
合
ニ
於

テ
ハ
検
事
ハ
被
告
人
ヲ
シ
テ
相
当
ノ
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ヲ
受
ケ

シ
ム
ル
為
適
当
ノ
手
続
ヲ
為
ス

　
　
第
十
七
条
　
前
数
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
区
裁
判
所
ノ
権
限
ハ
此

ノ
章
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
件
ニ
関
リ
訴
訟
法
又
ハ
特
別
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依



明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
八
五
（
　
　
　
）

二
八
五

ル

（
　
）　
裁
判
所
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
献
が
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
も
の

１２
と
し
て
は
、
石
井
良
助
『
明
治
文
化
史
（
新
装
版
）』
第
二
巻
（
法
制
）（
原
書

房
、
一
九
八
〇
年
）、
染
野
義
信
『
近
代
的
転
換
に
お
け
る
裁
判
制
度
』（
勁
草

書
房
、
一
九
八
八
年
）、
最
高
裁
判
所
事
務
局
『
裁
判
所
百
年
史
』（
大
蔵
省
印

刷
局
、
一
九
九
〇
年
）、
萩
屋
昌
志
編
著
『
日
本
の
裁
判
所
─
司
法
行
政
の
歴
史

的
研
究
─
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
林
屋
礼
二
『
明
治
期
民
事
裁
判
の

近
代
化
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
蕪
山
　
嚴
『
司
法
官
試
補
制

度
沿
革
─
続
明
治
前
期
の
司
法
に
つ
い
て
─
』（
慈
学
社
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）、

新
井
　
勉
・
蕪
山
　
嚴
・
小
柳
春
一
郎
『
ブ
リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
近
代
日
本
司
法
制

度
史
』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
参
照
。

　
　
　
＊
＊
＊
＊
＊

（
表
紙
）

「明
治
二
十
三
年
二
月

出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
　
　

 

五
三
号
』

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
」　

司
法
省
文
第
二
八
五
号

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
始
審
裁
判
所
長
　
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
安
裁
判
所
上
席
判
事
　
　

出
張
裁
判
ハ
開
廷
ノ
日
数
限
ア
リ
テ
通
常
ノ
訴
訟
手
続
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
事
務

捗
取
ラ
サ
ル
ニ
付
キ
訴
答
ハ
可
成
書
面
ヲ
徴
セ
ス
口
頭
ニ
テ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ

便
宜
ナ
リ
ト
ス
故
ニ
訴
状
送
達
書
若
ク
ハ
呼
出
状
ニ
答
書
ハ
差
出
ス
ニ
及
ハ

ス
口
頭
ニ
テ
答
弁
ヲ
為
シ
得 
ス 
ヘ
キ
旨
ヲ
附
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
被
告
人

（
マ
マ
）

答
弁
書
ヲ
差
出
シ
タ
ル 

ハ
被
告
人
ヲ
シ
テ
書
類
ヲ
送
達
セ
シ
ム
ヘ
シ

右
訓
令
ス

　
　
明
治
二
十
二
年
五
月
二
十
二
日

　
　
　
出
張
裁
判
之
義
ニ
付
伺

一
出
張
裁
判
ハ
開
始
前
ニ
起
訴
ア
リ
タ
ル
件
ヲ
審
理
判
決
シ
開
期
中
起
訴
セ

シ
件
ハ
後
期
ニ
差
回
シ
可
然
哉
将
タ
其
期
ニ
於
テ
審
理
判
決
シ
得
ル
限
リ

ハ
取
扱
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ

一
出
張
裁
判
ニ
限
リ
民
事
訴
訟
ハ
一
応
勧
解
ヲ
経
ル
ト
否
ト
ハ
人
民
之
自
由

ニ
任
セ
可
然
乎
将
タ
必
ラ
ス
シ
モ
勧
解
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ

（
朱
）

『
第



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
八
六
（
　
　
　
）

二
八
六

一
口
頭
ノ
訴
ヘ
及
ヒ
答
弁
ハ
成
規
ノ
印
紙
徴
収
方
法
如
何
相
心
得
可
然
哉

右
至
急
何
分
ノ
指
示
相
成
度
此
段
相
伺
候
也

　
　
明
治
二
十
二
年
五
月
二
十
七
日

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
橋
始
審
裁
判
所
長
千
谷
敏
徳
　
　

　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
殿

乙
号

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
橋
始
審
裁
判
所
長
千
谷
敏
徳
　
　

本
年
五
月
廿
七
日
庶
第
二
五
一
号
伺
出
張
裁
判
ノ
件
ハ
左
ノ
通
心
得
可
シ

第
一
項
　
開
始
前
ニ
起
訴
シ
タ
ル
件
ハ
勿
論
開
期
中
ニ
起
訴
セ
シ
件
ト
雖 

其
期
ニ
於
テ
審
理
判
決
シ
得
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
取
扱
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
項
　
前
段
見
込
ノ
通

第
三
項
　
口
頭
ノ
訴
及
ヒ
答
弁
等
ノ
訴
訟
用
印
紙
貼
用
方
ハ
原
告
人
又
ハ
被

告
人
ヨ
リ
差
出
ス
所
ノ
名
刺
ニ
其
住
所
氏
名
ノ
外
請
求
若
ク
ハ
答
弁
等
ノ
名

称
ヲ
記
シ
之
レ
ニ
成
規
ノ
印
紙
ヲ
貼
用
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
明
治
二
十
二
年
六
月
七
日

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）　

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
江
始
審
裁
判
所
長
新
井
善
教
　
　

本
年
六
月
八
日
付
民
第
一
〇
号
出
張
裁
判
ノ
義
ニ
付
請
訓
ノ
件
ハ
左
ノ
通
心

得
可
シ

第
一
項
　
前
段
見
込
ノ
通

　
但
被
告
ノ
承
諾
ヲ
証
明
シ
テ
訴
出
ル 

ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス

第
二
項
　
訴
訟
用
印
紙
ハ
原
告
人
又
ハ
被
告
人
ヨ
リ
差
出
ス
名
刺
ニ
住
所
氏

名
ノ
外
請
求
若
ク
ハ
答
弁
ノ
名
称
ヲ
記
シ
之
ニ
成
規
ノ
印
紙
ヲ
貼
用
セ
シ

ム
又
書
面
ヲ
徴
セ
ス
ト
ハ
訴
状
答
書
ヲ
モ
徴
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

右
内
訓
ス

　
　
明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）　

民
第
一
〇
号

　
　
　
出
張
裁
判
ノ
義
ニ
付
請
訓

一
本
年
勅
令
第
六
十
七
号
第
二
条
ニ
前
条
ニ
記
載
セ
ル
事
件
タ
リ
ト
モ
急
速

ノ
取
調
ヲ
要
シ
出
張
裁
判
開
始
ノ
期
ヲ
待
チ
難
キ
モ
ノ
又
ハ
云
々
従
前
ノ
通

治
安
裁
判
所
本
庁
ニ
於
テ
取
扱
ハ
シ
ム
ト
ア
ル
ニ
依
レ
ハ
第
二
条
ニ
掲
ク
ル

事
件
ヲ
除
キ
其
他
ハ
出
張
裁
判
開
期
中
ハ
勿
論
開
始
前
ト
雖 

本
庁
ヘ
出
訴

ス
ル
モ
ノ
ハ
受
理
セ
サ
ル
義
ト
心
得
然
ル
可
キ
ヤ
又
出
張
裁
判
所
ハ
仮
規
程

ナ
ル
ヲ
以
テ
従
来
ノ
管
轄
ヲ
変
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
シ
開
期
ノ
内
外
ヲ
問
ハ



明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
八
七
（
　
　
　
）

二
八
七

ス
原
告
ノ
便
宜
ニ
任
セ
本
庁
ニ
テ
受
理
ス
ル
モ
差
支
ア
ラ
サ
ル
ヤ

一
本
年
文
第
二
八
五
号
訓
令
中
ニ
訴
答
ハ
書
面
ヲ
徴
セ
ス
口
頭
ニ
テ
為
サ
シ

ム
ル
ヲ
便
宜
ナ
リ
ト
ノ
旨
ニ
依
レ
ハ
訴
状
及
答
書
ヲ
徴
セ
ス
シ
テ
審
理
ス
ヘ

キ
ニ
似
タ
リ
然
ル 

ハ
右
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
毎
論
印
紙
ヲ
用
ヰ
ル
ニ
及
ハ
サ

ル
ヤ
或
ハ
原
告
ニ
ハ
金
額
物
件
等
ヲ
記
載
シ
タ
ル
被
告
ニ
ハ
通
常
ノ
名
刺
ヲ

差
出
サ
シ
メ
各
其
名
刺
若
ク
ハ
陳
述
ノ
調
書
ニ
相
当
ノ
印
紙
ヲ
貼
用
セ
シ
ム

ヘ
キ
ヤ
抑
モ
亦
書
面
ヲ
徴
セ
ス
ト
ハ
附
属
書
類
ヲ
差
出
サ
シ
メ
サ
ル
謂
ニ
シ

テ
訴
状
ハ
正
式
ニ
従
ヒ
呈
出
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ

右
疑
義
ヲ
生
シ
候
ニ
付
請
訓
候
間
何
分
ノ
訓
示
ヲ
仰
キ
候
也

　
　
明
治
二
十
二
年
六
月
八
日

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
江
始
審
裁
判
所
長
新
井
善
教
　
　

　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
殿

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）

司
法
省
民
第
九
〇
二
号

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
所
　
　

地
所
建
物
船
舶
ニ
関
ス
ル
差
押
仮
差
押
差
留
仮
差
留
及
ヒ
地
所
建
物
ノ
収
益

差
押
ニ
付
キ
命
令
書
ヲ
下
付
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
手
続
ニ
依
ル
可
シ

第
一
条
　
命
令
書
下
付
願
書
ニ
ハ
左
ノ
条
件
ヲ
記
載
セ
シ
メ
登
記
簿
ノ
謄
本

ヲ
添
ヘ
正
副
二
通
ヲ
差
出
サ
シ
ム
可
シ

　
一
　
請
求
ノ
金
額

　
二
　
地
所
ハ
郡
区
町
村
字
番
地
地
目
反
別
坪
数

　
三
　
建
物
ハ
郡
区
町
村
字
番
地
構
造
ノ
種
類
建
坪

　
四
　
船
舶
ハ
定
繋
所
其
種
類
船
名
噸
数
馬
力
石
数
間
数

　
五
　
所
有
者
ノ
住
所
氏
名

　
六
　
年
月
日
及
ヒ
裁
判
所
ノ
名

　
裁
判
所
ニ
於
テ
前
項
ノ
願
ヲ
受
ケ
之
ヲ
相
当
ナ
リ
ト
見
込
ム 

ハ
直
ニ
命

令
書
ヲ
下
付
ス
ヘ
シ

第
二
条
　
若
シ
物
件
未
タ
登
記
簿
ニ
登
載
シ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
登
記
簿
謄
本

ヲ
附
添
ス
ル
ヲ
得
サ
ル 

ハ
裁
判
所
ハ
取
調
中
該
物
件
ニ
付
他
ノ
登
記
ヲ

停
止
ス
可
キ
旨
ヲ
管
轄
登
記
所
ニ
通
知
シ
且
ツ
同
時
ニ
其
物
件
所
在
地
ヲ

管
轄
ス
ル
区
役
所
若
ク
ハ
戸
長
役
場
ニ
命
令
書
下
付
願
書
ノ
副
本
ヲ
添
ヘ

第
一
条
ニ
記
載
セ
ル
所
有
者
其
佗
ノ
諸
項
目
ニ
付
キ
取
調
方
ヲ
照
会
ス
可

シ
裁
判
所
ニ
於
テ
区
役
所
若
ク
ハ
戸
長
役
場
ノ
回
答
ヲ
得
タ
ル 

ハ
速
ニ

命
令
書
ヲ
願
人
ヘ
下
付
シ
且
其
旨
ヲ
曩
ニ
登
記
ヲ
停
止
ス
ヘ
キ 

ヲ
通
知

シ
タ
ル
登
記
所
ニ
通
知
ス
可
シ

第
三
条
　
命
令
書
ニ
ハ
第
一
条
ノ
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
ニ
掲
載
セ
ル
事

項
ノ
外
左
ノ
条
件
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

　
一
、
権
利
者
ノ
住
所
氏
名

　
二
、
該
物
件
ニ
付
差
押
仮
差
押
差
留
仮
差
留
又
ハ
収
益
差
押
ヲ
命
ス
ル 

　
三
　
管
轄
登
記
所
ハ
此
ノ
命
令
ニ
依
リ
テ
登
記
ヲ
為
ス
ヘ
キ 

右
訓
令
ス



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
八
八
（
　
　
　
）

二
八
八

　
　
明
治
廿
一
年
八
月
廿
四
日

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）

司
法
省
会
検
甲
第
八
〇
四
号

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
所
　
　

治
安
裁
判
所
出
張
所
之
一
時
預
金
ハ
現
金
ニ
テ
書
記
之
ヲ
保
管
シ
其
仕
払
返

却
及
治
安
裁
判
所
ヘ
逓
送
等
ノ
手
続
ハ
出
張
判
事
之
ヲ
指
揮
シ
滞
在
中
結
了

セ
シ
ム
ベ
シ

　
但
治
安
裁
判
所
ヘ
逓
送
ス
ル
金
額
ハ
必
ス
納
証
又
ハ
戸
長
役
場
ノ
送
リ
書

ニ
添
付
シ
又
予
約
金
及
公
売
代
金
ノ
運
搬
費
ハ
該
金
額
内
ヲ
以
テ
支
弁
シ

財
産
仮
差
押
ノ
保
証
金
運
搬
費
ハ
別
ニ
預
ケ
人
ヨ
リ
支
弁
セ
シ
ム
ヘ
シ

右
訓
令
ス

　
　
明
治
廿
二
年
十
二
月
五
日

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）

岩
国
治
安
裁
判
所
出
張
裁
判
ノ
儀
ニ
付
稟
議

　
　
　
第
一
条

本
年
勅
令
第
六
十
七
号
第
二
項
ニ
建
物
ノ
全
部
若
ク
ハ
一
部
ノ
明
渡
又
ハ
修

繕
ノ
請
求
前
二
項
事
件
ハ
原
被
告
其
管
轄
区
域
内
ニ
現
在
ス
ル
カ
若
ク
ハ
原

被
告
共
出
廷
シ
審
問
ヲ
請
フ 

ニ
限
ル
ト
有
之
候
然
ル
ニ
其
管
轄
外
ノ
原
告

ニ
シ
テ
管
轄
内
ニ
住
居
ス
ル
被
告
ニ
係
リ
訴
ヲ
起
ス
時
ハ
被
告
ト
共
ニ
出
頭

ス
ヘ
キ
旨
ヲ
説
諭
シ
若
シ
肯
ン
セ
ザ
ル
時
ハ
本
庁
ニ
出
訴
ス
ヘ
キ
旨
ノ
判
決

ヲ
為
シ
可
然
哉

　
　
　
第
二
条

仝
第
四
条
ニ
出
張
裁
判
官
ハ
繁
難
ナ
リ
ト
認
ム
ル
事
件
ヲ
治
安
裁
判
所
本
庁

ニ
移
ス
ノ
命
令
ヲ
為
ス 

ヲ
得
ト
之
ア
リ
然
ラ
ハ
原
被
告
共
一
応
審
理
ヲ
遂

ケ
究
メ
テ
事
情
繁
難
ナ
リ
ト
認
ム
ル
時
ハ
本
庁
ニ
移
シ
審
理
ヲ
為
ス
ノ
命
令

ヲ
為
シ
該
事
件
ニ
関
ス
ル
書
類
ア
ラ
ハ
封
緘
ヲ
為
シ
報
告
書
ヲ
造
リ
該
書
類

ハ
原
告
ヲ
シ
テ
本
庁
ニ
送
致
セ
シ
メ
可
然
哉

　
　
　
第
三
条

本
年
司
法
省
民
第
一
三
七
一
号
前
橋
始
審
裁
判
所
長
ノ
請
訓
ニ
対
ス
ル
訓
令

ニ
開
始
前
ニ
起
訴
シ
タ
ル
件
ハ
勿
論
開
期
中
ニ
起
訴
セ
シ
件
ト
雖 

其
期
ニ

於
テ
審
理
判
決
シ
得
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
取
扱
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ト
之
ア
リ
依
之

推
考
ス
ル
ニ
訴
ヲ
為
ス
モ
ノ
ア
ラ
ハ
開
庁
前
後
ヲ
問
ハ
ス
受
理
ス
ヘ
キ
モ

ノ
ヽ
如
シ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
受
理
シ
裁
判
官
出
張
ノ
上
受
否
ヲ
審

査
シ
原
被
告
ヲ
呼
出
ス
ノ
都
合
ニ
之
ア
ル
ヘ
キ
ヤ

　
但
本
文
ハ
訴
状
ア
ル
訴
ニ
限
リ
口
頭
ノ
訴
ヲ
開
庁
中
ニ
限
ル
儀
ニ
候
哉

　
　
　
第
四
条



明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
八
九
（
　
　
　
）

二
八
九

本
年
司
法
省
文
第
二
八
五
号
訓
令
ニ
出
張
裁
判
ハ
開
廷
ノ
日
数
ヲ
限
リ
テ
通

常
ノ
訴
訟
手
続
ニ
依
ル 

ハ
事
務
捗
取
ラ
サ
ル
ニ
付
訴
答
ハ
可
成
書
面
ヲ
徴

セ
ス
口
頭
ニ
テ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
便
宜
ナ
リ
ト
ス
故
ニ
訴
状
送
達
書
若
ク
ハ
呼

出
状
ニ
答
書
ハ
差
出
ス
ニ
及
ハ
ス
口
頭
ニ
テ
答
弁
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
旨
ヲ
附
記

ス
ル 

ヲ
得
但
被
告
人
答
弁
書
ヲ
差
出
シ
タ
ル 

ハ
被
告
人
ヲ
シ
テ
送
達
セ

シ
ム
ヘ
シ
ト
之
ア
リ
然
ラ
ハ
訴
人
ア
ル 

ハ
原
告
人
ノ
訴
意
ヲ
聞
キ
書
記
ヲ

シ
テ
其
問
答
ヲ
筆
記
シ
受
理
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル 

ハ
被
告
ヘ
対
シ
呼
出

状
ヲ
発
シ
可
然
哉

　
但
右
呼
出
状
ハ
定
式
ノ
猶
予
ヲ
与
フ
ル
ト
与
ヘ
サ
ル
ト
ハ
便
宜
取
斗
可
然

哉
　
　
　
第
五
条

金
銭
米
穀
貸
借
并
ニ
頼
講
崩
シ
等
ニ
シ
テ
事
情
差
縺
殊
ニ
年
数
ヲ
重
ネ
タ
ル

事
情
ニ
付
テ
ハ
計
算
書
ヲ
徴
ス
ル
モ
差
閊
無
之
哉

　
　
　
第
六
条

民
事
勧
解
其
他
ノ
事
件
ニ
付
書
類
ヲ
出
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
出
張
判
事
ノ
宛
ニ

テ
差
出
サ
ス
ヘ
キ
哉

　
　
　
第
七
条

出
張
所
ニ
於
テ
使
用
ス
ル
勧
解
表
裁
判
言
渡
并
ニ
謄
本
用
紙
呼
出
状
等
ノ
如

キ
ハ
総
テ
其
本
庁
用
紙
ヲ
以
使
用
ス
ヘ
キ
ヤ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
出
張
ノ
都
度
受

取
携
提
ス
ヘ
キ
ヤ

　
　
　
第
八
条

出
張
所
ニ
於
テ
使
用
ス
ヘ
キ
硯
墨
筆
朱
等
ハ
本
年
閣
令
第
四
号
ニ
依
リ
出
張

判
事
ノ
自
弁
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
雖 

用
紙
ノ
儀
ハ
本
庁
会
計
課
ヨ
リ
受
取
携
帯

ス
ヘ
キ
儀
ニ
候
哉

　
　
　
第
九
条

裁
判
言
渡
等
ニ
押
捺
ス
ル
印
章
ハ
出
張
所
ノ
印
章
ヲ
押
捺
ス
ヘ
キ
ヤ

　
　
　
第
十
条

出
張
所
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
民
事
裁
判
ノ
控
訴
ハ
明
治
十
四
年
第
八
十
三
号
布

告
第
五
条
ニ
依
ル
ヘ
キ
筋
ニ
之
ア
ル
ヤ

　
但
其
届
ハ
開
庁
中
ハ
出
張
所
閉
庁
後
ハ
本
庁
ニ
為
ス
ヘ
キ
儀
ニ
候
ヤ

　
　
　
第
十
一
条

出
張
所
ニ
於
テ
取
扱
タ
ル
民
事
勧
解
等
ノ
書
類
ハ
閉
庁
后
本
庁
ニ
持
帰
リ
本

庁
ニ
於
テ
保
存
シ
明
治
十
八
年
司
法
省
丁
第
二
十
一
号
達
ニ
依
リ
処
分
シ
可

然
哉

　
　
　
第
十
二
条

出
張
中
ハ
其
出
張
所
ノ
詰
員
ヲ
以
テ
処
弁
ス
ル
儀
ニ
有
之
候
哉
果
シ
テ
然
ラ

ハ
書
記
一
名
ニ
シ
テ
病
気
引
又
ハ
登
記
事
務
繁
劇
ニ
シ
テ
事
務
揃
キ
兼
ル
時

ハ
其
旨
本
庁
ヲ
経
由
シ
始
審
裁
判
所
ヘ
申
立
何
分
ノ
処
分
ヲ
仰
ク
ヘ
キ
筋
ニ

候
哉

　
　
　
第
十
三
条

事
務
繁
難
ニ
付
本
庁
ニ
移
シ
タ
ル
事
件
ハ
受
理
ハ
出
張
所
ニ
ア
リ
ト
雖 

本

庁
ノ
結
了
ニ
係
ル
ヲ
以
テ
本
庁
ノ
件
数
ニ
操
込
可
然
哉

　
但
閉
庁
期
日
結
了
セ
ス
本
庁
ニ
持
帰
リ
タ
ル
事
件
ハ
出
張
裁
判
所
ノ
結
了

事
件
ト
為
シ
右
事
件
ハ
出
張
判
事
負
担
結
了
ス
ヘ
キ
ヤ



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
九
〇
（
　
　
　
）

二
九
〇

　
　
　
第
十
四
条

出
張
裁
判
開
始
ノ
達
シ
毎
ニ
其
出
張
所
ノ
掲
示
場
ニ
掲
示
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
候
哉

　
　
　
第
十
五
条

原
被
ヲ
シ
テ
送
達
シ
タ
ル
書
類
ノ
送
達
賃
ハ
敗
訴
者
ノ
弁
償
ハ
勿
論
ナ
リ
ト

雖 

其
賃
銭
額
ハ
本
庁
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
使
丁
賃
銭
ノ
額
ニ
準
拠
シ
可
然
哉

　
　
　
第
十
六
条

本
年
勅
令
第
六
十
七
号
第
五
条
ニ
書
類
ハ
原
告
人
ヲ
シ
テ
送
達
セ
シ
ム
ヘ
シ

ト
之
ア
リ
然
ラ
ハ
被
告
ノ
不
参
ハ
原
告
人
ヲ
シ
テ
呼
出
状
ヲ
送
達
セ
シ
メ
原

告
人
ノ
不
参
ハ
被
告
人
ヲ
シ
テ
送
達
セ
シ
ム
ヘ
シ
ト
雖 

原
被
共
延
期
当
日

不
参
ノ
節
ハ
如
何
取
斗
可
然
哉

　
　
　
第
十
七
条

民
事
ニ
シ
テ
一
方
不
参
ノ
節
ハ
欠
席
裁
判
ヲ
為
ス
ベ
シ
ト
雖 

原
被
共
不
参

ノ
節
ハ
原
告
訴
権
ヲ
抛
棄
セ
シ
モ
ノ
ト
看
認
メ
却
下
シ
可
然
哉

　
　
　
第
十
八
条

出
張
所
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
身
代
限
ニ
シ
テ
掲
示
中
閉
庁
ニ
及
ヒ
其
処
分
ハ
本

庁
ニ
於
テ
為
ス
ト
雖 

右
ニ
対
ス
ル
追
訴 

所
ニ
為
ス
ヘ
キ
筋
ニ
候
哉

　
但
閉
庁
後
ノ
執
行
即
チ
抵
当
公
売
身
代
限
財
産
公
売
ノ
如
キ
ハ
出
張
所
ノ

掲
示
場
ニ
掲
示
ヲ
為
ス
ヘ
キ
儀
ニ
候
哉

　
　
　
第
十
九
条

抵
当
公
売
并
ニ
身
代
限
ニ
付
財
産
取
調
等
ニ
付
村
役
場 

ニ
照
会
ス
ル

郵
便
賃
銭
ノ
如
キ
ハ
出
張
所
ノ
費
用
ニ
帰
ス
ヘ
キ
哉

（
朱
）「
出
」

ハ
失
張

 
垣

（
朱
）「
役
」

町
村
場

 
垣

　
但
其
都
度
原
被
ヨ
リ
取
立
ヘ
キ
ヤ

　
　
　
第
二
十
条

出
張
被
命
候
ニ
付
テ
ハ
出
張
滞
在
日
数
予
定
モ
被
達
候
哉
若
シ
達
シ
ナ
キ
時

ハ
旅
費
等
ハ
日
数
見
計
内
受
取
ノ
都
合
ニ
之
ア
ル
ヘ
キ
哉

　
　
　
第
二
十
一
条

出
張
所
ニ
於
テ
取
扱
タ
ル
民
事
勧
解
ノ
事
件
表
ハ
出
張
所
ノ
名
義
ヲ
以
調
製

進
達
ス
ヘ
キ
ヤ

　
　
　
第
二
十
二
条

原
被
ヲ
シ
テ
書
類
送
達
ス
ル
ニ
際
シ
一
方
ノ
者
受
取
ル 

ヲ
肯
ン
セ
ス
親
属

又
ハ
雇
人
ニ
書
類
ヲ
渡
ス 

ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
地
ノ
町
長
村
長
ニ

渡
ス
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
キ
ヤ

　
　
　
第
二
十
三
条

勧
解
事
件
金
調
延
期
其
他
ノ
延
期
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
右
理
由
ヲ
勧
解
表
中

 
ノ 
記
シ
原
被
調
印
ヲ
為
サ
シ
メ
延
期
書
ニ
代
用
ス
ル
モ
妨
ナ
キ
ヤ

（
マ
マ
）

　
　
　
第
二
十
四
条

家
屋
明
渡
シ
金
銭
米
穀
貸
借
請
求
ノ
勧
解
ニ
シ
テ
被
告
異
儀
ナ
ク
来
ル
幾
日

ニ
明
渡
ス
ベ
シ
又
ハ
元
利
皆
済
ス
ヘ
キ
旨
ノ
延
期
ヲ
為
シ
延
期
当
日
無
届
不

参
ス
ル
時
ハ
其
示
談
書
ヲ
有
効
ノ
モ
ノ
ト
為
シ
受
理
執
行
セ
シ
ム
ル
モ
妨
ナ

キ
ヤ

　
但
右
場
合
ニ
於
テ
本
訴
ヲ
提
起
セ
シ
ム
ベ
キ
ヤ

　
　
　
第
二
十
五
条

上
席
判
事
出
張
中
遺
留
財
産
処
分
願
出
ル
者
ア
ル
時
ハ
明
治
二
十
一
年
訓
令



明
治
二
十
三
年
二
月
出
張
裁
判
ニ
関
ス
ル
令
訓
集
（
居
石
） 

二
九
一
（
　
　
　
）

二
九
一

第
十
七
号
ニ
依
リ
取
計
可
然
哉

　
　
　
第
二
十
六
条

上
席
判
事
ノ
出
張
中
ハ
其
出
張
所
ノ
登
記
事
務
モ
取
扱
フ
儀
ニ
可
有
之
哉

　
　
　
第
二
十
七
条

出
張
所
ニ
於
テ
遅
不
参
ノ
為
メ
科
料
罰
金
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
其
都
度

本
庁
検
事
ニ
報
告
ス
ヘ
キ
哉

　
　
　
第
二
十
八
条

出
張
所
ニ
於
テ
口
頭
ヲ
以
テ
訴
答
ヲ
為
ス 

ヲ
得
ル
ト
雖 

印
紙
貼
用
便
利

ノ
為
メ
極
簡
易
ナ
ル
請
求
書
等
ノ
雛
形
ヲ
製
シ
人
民
控
所
ニ
掲
示
ス
ル
モ
差

閊
無
之
哉

　
　
　
第
二
十
九
条

出
張
所
開
始
中
本
庁
ニ
於
テ
与
ヘ
タ
ル
裁
判
ニ
シ
テ
出
張
所
所
轄
ノ
被
執
行

者
ニ
対
シ
裁
判
ノ
執
行
ヲ
求
ム
ル
者
ア
ル
時
ハ
受
理
取
扱
フ
モ
差
閊
無
之
哉

　
　
　
第
三
十
条

出
張
所
閉
庁
后
取
扱
タ
ル
事
件
ノ
己
決
未
決
表
ヲ
製
シ 

 

事
務
ノ
状
況
ト
共
ニ
其
都
度
始
審
裁
判
所
長
ヘ
出
張
ノ
判
事

ヨ
リ
報
告
ス
ヘ
キ
ヤ

右
各
条
ニ
対
シ
何
分
ノ
指
示
相
成
度
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
国
治
安
裁
判
所

明
治
二
十
二
年
八
月
四
日 
　
　
　
　
　
　
治
安
裁
判
所
判
事
益
子
正
道
　
　

　
山
口
始
審
裁
判
所
長
古
荘
一
雄
殿

出
張
中
結
了
シ
タ
ル
分

本
庁
ニ
持
帰
リ
タ
ル
ヲ

ヲ
既
決
ト
ナ
シ

未
決
ト
ナ
シ

　 

稟
議
ニ
対
ス
ル
回
答
見
込
案
ヲ
附
シ
山
口
始
審
裁
判
所
長
ヨ
リ
司
法

大
臣
ニ
請
訓
セ
シ
ニ
別
紙
ノ
通
リ
内
訓
ア
リ
タ
リ
」

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）

 

紙
）

司
法
省
民
第
二
二
四
五
号
」

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
始
審
裁
判
所
長
古
荘
一
雄
　
　

本
年
八
月
十
二
日
付
庶
甲
第
一
六
号
出
張
裁
判
執
行
上
ニ
係
ル
請
訓
甲
書
面

ニ
対
シ
左
ノ
通
心
得
可
シ

第
一
条
　
見
込
ノ
通
リ

　
但
其
事
件
開
期
中
ニ
結
了
ス
ヘ
キ
見
込
ア
ル
ト
キ
ハ
呼
出
状
ヲ
原
告
人
ニ

下
付
シ
被
告
ニ
送
達
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
見
込
ノ
通
リ

第
三
条 

后
ト
雖 

次
期
ノ
審
判
ヲ
望
ム
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
受
理
シ
置
ク

可
シ

　
但
開
期
前
ト
雖 

口
頭
ノ
訴
ア
ル
ト
キ
ハ
書
記
之
ヲ
録
取
シ
原
告
人
ト
共

ニ
署
名
捺
印
シ
裁
判
官
ノ
出
張
ア
ル
ヲ
待
テ
対
手
人
ノ
答
弁
ヲ
為
サ
シ
ム

ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
　
但
書 

見
込
ノ
通

第
五
条
　
見
込
ノ
通

第
六
条
　
見
込
ノ
通

（
朱
）

「
右

（
朱
）

「（
別

（
朱
）「
閉
」

　
開
庁

 
垣



＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
三
四
巻
　
一
号 

二
九
二
（
　
　
　
）

二
九
二

　
但
治
安
裁
判
所
出
張
所
宛
ニ
テ
差
出
ス
モ
妨
ナ
シ

第
七
条
　
第
八
条
　
本
庁
又
ハ
出
張
所
ノ
用
紙
ヲ
用
ユ
ル
モ
差
支
ナ
シ

第
九
条
　
以
下
十
三
条
迠
但
書
共
見
込
ノ
通

第
十
四
条
　
掲
示
場
之
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
見
込
ノ
通
掲
示
場
之
ナ
キ
ト
キ
ハ
明

治
五
年
第
百
八
十
七
号
公
布
身
代
限
規
則
末
項
但
書
ニ
準
ス
ヘ

シ

第
十
五
条
　
見
込
ノ
通

第
十
六
条
　
原
被
告
共
期
日
不
参
シ
何
等
申
出
サ
ル
ト
キ
ハ
其
訴
訟
ヲ
却
下

ス
可
シ

第
十
七
条
　
見
込
ノ
通

　
但
審
理
終
結
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
通
常
欠
席
裁
判
ノ
手
続
ヲ
ナ
シ
ア
ル
ニ

於
テ
ハ
欠
席
裁
判
ヲ
為
シ
其
言
渡
書
ノ
謄
本
ハ
本
庁
ニ
移
シ
通
常
手
続
ニ

依
リ
送
達
ス
ベ
シ

第
十
八
条
　
閉
庁
后
ハ
本
庁
ニ
出
訴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
依
テ
其
旨
ヲ
身
代
限
掲
示
書
ニ
付
記
ス
可
シ

　
但
閉
庁
后
ハ
別
段
出
張
所
ニ
掲
示
ヲ
要
セ
ス

第
十
九
条
　
但
書
見
込
ノ
通

第
二
十
条
　
出
張
裁
判
開
廷
ノ
期
日
ハ
追
テ
告
示
ニ
及
フ
可
シ

第
二
十
一
条
　
追
テ
何
分
ノ
告
示
ニ
及
フ
可
シ

第
二
十
二
条
　
欠
席
裁
判
言
渡
書
ノ
謄
本
ハ
本
庁
ニ
移
シ
通
常
ノ
欠
席
裁
判

手
続
ニ
依
リ
之
ヲ
取
扱
ヒ
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
事
情
繁
難

ナ
ル
モ
ノ
ト
見
做
シ
其
事
件
ヲ
本
庁
ニ
移
ス
可
シ

第
二
十
三
条
　
見
込
ノ
通

第
二
十
四
条
　
但
書
見
込
ノ
通

第
二
十
五
条
　
本
規
程
ニ
定
メ
タ
ル
事
件
ノ
外
ハ
取
扱
フ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス

第
二
十
六
条
　
閉
期
中
ト
雖 

登
記
事
務
ニ
付
テ
ハ
平
常
ノ
通
其
出
張
所
ノ

書
記
ニ
取
扱
ハ
シ
ム
可
シ

第
二
十
七
条
　
見
込
ノ
通

第
二
十
八
条
　
訴
訟
用
印
紙
貼
用
方
ハ
原
告
人
又
ハ
被
告
人
ヨ
リ
差
出
ス
処

ノ
名
刺
ニ
其
住
所
氏
名
ノ
外
請
求
若
ク
ハ
答
弁
等
ノ
名
称
ヲ

記
シ
之
ニ
成
規
ノ
印
紙
ヲ
貼
用
セ
シ
ム
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

別
ニ
雛
形
ヲ
製
シ
掲
示
ヲ
要
セ
ス

第
二
十
九
条
　
第
二
十
五
条
ニ
同
シ

第
三
十
条
　
始
審
裁
判
所
長
ニ
報
告
ス
ベ
シ

右
内
訓
ス

　
明
治
二
十
二
年
十
月
八
日

　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣
伯
爵
山
田
顕
義
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
今
市
治
安
裁
判
所
掛
合
出
張
所
罫
紙
）


